
記入間違いの多い「運搬先の住所」について
！運搬先の住所は収集運搬業者の住所ではありません。
！マニフェストを確認し、運搬先の住所を記入してください。

（マニフェストに関する基本的事

項）

＊ 産業廃棄物は排出事業者自ら

が適正に処理することが原則です。

＊ 産業廃棄物の処理を産業廃棄

物処理業者に委託する場合は、マ

ニフェストにより、委託した産業

廃棄物が最終処分まで適正に処理

されたか確認する義務があります。

＊ マニフェストは排出事業者自ら

が交付しなければなりません。

＊ マニフェストは産業廃棄物の引

き渡しと同時に、廃棄物の種類ごと、

運搬先ごとに交付しなければなりま

せん。

＊ マニフェストの写しは５年間保

管しなければなりません。

⑨については単位をトンに換算して
記入してください。

⑪については左のような複写式紙マ
ニフェストであれば、最終処分まで

終了すると排出事業者はA、B2、D、
Eの４枚を保管していることになり
ます。

このセットで1枚と数えてください。

②③④⑫⑬⑮につ
いては保管している

マニフェストから確

認してください。

⑨⑩については廃棄
物の種類、運搬受託

者、処分受託者が同

じ場合は集計し、合

計値を記入してくだ

さい。

⑪⑭については委託
契約書及びそれに付

A 票 排出事業者の控え

B１票 運搬業者の控え

C１票 処分業者の控え

B２票 運搬業者から排出事業者に送付され、運搬終了を確認

D 票 処分業者から排出事業者に送付され、処分終了を確

E 票 処分業者から排出事業者に送付され、最終処分終了

C２票 処分業者から運搬業者に送付され、処分終了を確

② ③

⑧

⑫

⑮
⑬

⑤については別表１
から記入してくださ

い。

⑥については担当者
名を記入してくださ

い。ただし、特別管

理産業廃棄物を排出

する事業場の場合は

「特別管理産業廃棄

物管理責任者」の氏

名を記入してくださ

い。

⑧についてはマニ
フェスト及び別表２、

３から確認し記入し

てください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

⑨

④
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　　区間を分けて２以上の収集運搬業者に委託する場合は、行を分けて記載して下さい。

記載例　同一業者で積み替え保管がある場合

記載例　区間を区切って２以上の収集運搬業者に委託した場合

　委託した同一事業者が積み替えを行う場合は、最終運搬先（処分業者）の住所を記入してください。

排出事業者
処分場（運搬先）

○○県□□市▲▲12-3
（積替保管場

所）

○○保管倉庫

廃プラの収集運搬を、処分場まで収集運搬業者Bに委託し（○○倉庫で積み替え保管あ
り）、処分を処分業者Dに委託した。年間マニフェストを２枚（セット）交付し、廃プ
ラスチック類の委託量は合計3.5トンであった。

運搬受託者Ｂ
許可番号
2814××××××

処分受託者Ｄ

許可番号

3328▲▲▲▲▲▲
積込場所

の業許可

×２

排出事
処分場（運搬先）

○○県□□市▲▲12-3
○○倉庫
○○県○○市
××町34

廃プラスチック類の収集運搬を、○○倉庫までは収集運搬業者Ｂ、○○倉庫から処分
場までは収集運搬業者Ｃに委託し、処分を処分業者Ｄに委託した。年間マニフェスト
を２３枚（セット）交付し、廃プラスチック類の委託量は合計１１トンであった。

運搬受託者Ｂ
許可番号
2816××××××
(産廃収集運搬業)

運搬受託者Ｃ
許可番号
3318○○○○○○
(産廃収集運搬業)

処分受託者Ｄ

許可番号

3328▲▲▲▲▲▲
積込場所
の業許可

積込場
所の業
許可

×11


